
このパンフレットは、ユニバーサルデザインの考え方を基本とした福祉のまちづく
りの一層の推進を図るため、区市町村、都民のみなさん、事業者のみなさんが、ユニ
バーサルデザインの視点から望ましい整備のあり方を考える際に活用していただくこ
とを目的に作成しました。
地域での「わがまちチェック」や事業者等のみなさんの「自己点検・自己評価」な

どに利用していただき、「福祉のまちづくり」を一段高いステージへと移行させていく
取組が進んでいくことを期待します。



ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインの７原則
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ユニバーサルデザインを基本とした福祉のまちづくり

ユニバーサルデザインガイドライン

東京都は・・・

はじめから「人」をまちづくりの中心に据えることにより、多様な生き方

を尊重し、「より安全に」「より安心して」「より快適に」暮らすことので

きるような福祉のまちづくりを進め、

★ 一人ひとりの個性が大切にされる社会

★ だれもが、安心して住み、暮らし続けることのできる社会

★ だれもが、自由に移動でき、積極的に社会参加のできる社会

の実現を目指していきます。

ユニバーサルデザインの考え方を基本とした「福祉のまちづくり」の一

層の推進を図るため、建築物や公共交通の整備に取組む際の「目安」を

示したユニバーサルデザインガイドラインを作成しました。

※ ユニバーサルデザインは、より使いやすいデザインを追及していく取組

であるため、この「目安」も固定的なものではありません。

利用者の声�

利用者の声�

利用者の声�

利用者の声�

事前検討� 利用者の声�

改善・実行�

改善・実行�

改善・実行�

改善・実行�

実行�

さらなる検討�
新たなUD化検討へ情報伝達�
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5つの視点

建築物などの整備のための
ユニバーサルデザインガイドライン
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評 価 箇 所

ユニバーサルデザイン度

�
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�★�

�★�
� ★�

�
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＊当ページ上段の建築物の写真や評価等はサンプルです。
＊サンプルを参考にしていただきながら、次ページ以降掲載の評価項目に沿って実際の調査対象施
設の評価を行ってください。全ての評価が終わりましたら、当ページ下段の「評価結果」に調査
対象施設の評価を書き込み、施設改善に向けて活用してください。
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敷地内通路・駐車場
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《総合評価》 《総合評価》

《工夫されている点》 《工夫されている点》

《努力が求められる点》

《努力が求められる点》
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手
　
順

（１）�有効幅�（�1.35ｍ�以上＊�）�
（２）�段差の有無�

ア　高さ�
イ　有効幅�（�屋内�1.2ｍ�・屋外�1.35ｍ�以上＊�）�
ウ　こう配�（�屋内�1/12 ・屋外�1/20 以下＊�）�
エ　高さ�75cm 超の場合の踊り場�（�1.5ｍ�以上�）�
オ　手すり�
カ　床表面の滑りにくい仕上げ�
キ　側壁又は立ち上がりの設置�
ク　傾斜路の面の識別への配慮�

（３）�表面の滑りにくい仕上げ�
（４）�視覚障害者誘導用ブロックの敷設又はこれに代わる装置の設置�

設けた設備等�（�
障害者のための駐車施設�

ア　幅�（�3.5ｍ�以上�）�
イ　建築物までの経路ができるだけ短くなる位置�
ウ　位置の表示及び経路の誘導表示�
ア　有効幅�（�1.2ｍ�以上�）�
イ　段差の有無�
ウ　表面の滑りにくい仕上げ�

ｍ�
〈有〉　  無�

cm
m

１／�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�

）�
台�
ｍ�

有　  〈無〉�
有　  〈無〉�

ｍ�
〈有〉　  無�
有　  〈無〉�

��障害者のための�
駐車施設の構造�

��駐車施設から建�
築物の出入口まで�
の通路�

傾�
斜�
路�
を�
設�
け�
て�
い�
る�
場�
合�

の�
当�
該�
傾�
斜�
路�
の�
構�
造�

整　備　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整　備　内　容　　　　　　　　　　　　　　　  措　置　　� 代替措置�

敷地内の通路�

駐車場�

チェックその１：東京都福祉のまちづくり条例整備基準適合チェック�

チェックその２：ユニバーサルデザイン度チェック�

＊のあるものは、緩和基準を設けています。詳細については、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」（P22、P26）を参照してください。�

○�障害者用駐車場は�、�建築物の出入口にできるだけ近く�、�車路を横断しなくても行き着くことができるように�
配置する�。�

○�通路は�、�車路と分離し�、�人と自動車の動線が交わらないようにする�。�止むを得ない場合は�、�ぶつかることが�
ないよう�、�見通しをよくする�。�

総合評価�

○だれもが安全に建築物の受付等に到達できるよう�、�主たる出入口まで連続性のある誘導を行う�。�

○車いす使用者が利用できる障害者用駐車スペースを設ける�。�また�、�いつでも駐車できるように複数設ける�。�

○敷地の出入口付近には�、�インターホン�、�音声や文字情報などを組み合わせた案内装置を設ける�。�

○通路には段差を設けない�。�構造上段差が生じる場合は�、�段のある近くにスロープ等を併設する�。�公�
　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○出入口やそこに至る経路�、�サインが確認しやすいよう�、�見通しのよい空間とする�。�

○音声音響案内は�、�音声がどこから発生されているかが分かるように�、�かつ�、�はっきり聴き取れるようにする�。�
簡�
　�
単�

○障害者用駐車場から建築物の出入口までの通路には�、�庇などの屋根を設ける�。�

○案内装置は位置や高さなどに配慮し�、�操作しやすいものとする�。�

0・�1・�2・�3

○歩行者用の経路が�、�建築物の出入口まで必要以上に遠回りにならないようにする�。�

○敷地内通路は�、�車いす使用者や歩行者のすれ違いに支障のない幅を確保する�。�

○�砂利や石畳を使用するときは�、�ベビーカーや車いすの使用者が利用しやすい通路を併設し�、�選択できるよう�
にする�。�

○障害者用駐車場には�、�車の左右両側�（�うしろ�）�に乗降用スペースを設けることが望ましい�。�

機�
　�
能�

0・�1・�2・�3

○外壁の素材や色使い�、�周囲の景観や植栽等に配慮し�、�心地よい空間づくりを行う�。�

○案内表示は�、�だれもが分かりやすいよう�、�文字の大きさや色使い�、�配置等にも配慮する�。�快�
　�
適�

○�通路にある排水溝等の蓋は�、�路面との段差がなく�、�スリット等は�、�ベビーカーや車いすのキャスター�、�杖先�
が落ちないつくりとする�。�

0・�1・�2・�3

○傾斜路は雨に濡れても滑りにくい仕上げとする�。�

○階段や傾斜路には�、�手すりを設け�、�視覚障害者誘導用ブロック�（�警告用�）�を適切に設ける�。�
安�
　�
全�

0・�1・�2・�3

留　意　点�
各
視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�
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○チャイムやインターホン等は�、�その所在が分りやすく�、�かつ�、�操作しやすいものとする�。�

○�建築物の出入口付近に設ける案内板等は�、�文字の大きさや配色�、�背景の色との対比等を配慮し�、�見やすく分�
かりやすいデザインとする�。�

○自動引き戸には�、�安全センサーを設置する�。�

○自動引き戸には�、�非常時の対応のため�、�手動式の戸を併設する�。�

○出入口のガラス戸には�、�衝突防止策を行う�。�

総合評価�

○�個別ニーズに対応できるよう�、�人を配置した受付を設ける�。�人の配置ができない場合は�、建築物の出入り口�
付近は�、�出入口の場所を示す音声装置や点字表示などを併せた案内板等を設ける�。�

○視覚障害者誘導用ブロックを敷設し�、�視覚障害者が�、�人を配置した受付や案内板に到達できるようにする�。�

○案内板は�、�子どもや車いす使用者も見やすいような�、�位置や高さに設置することが望ましい�。�
公�
　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○出入口の扉は�、�開閉しやすい構造である自動引き戸が望ましい�。�

○建築物の主要な出入口は�、�訪れた人が分かりやすい位置に設ける�。�

○手動引き戸などの取手は�、�だれもが使いやすい縦棒状等が望ましい�。�

簡�
　�
単�

0・�1・�2・�3

○車いす使用者や歩行者のすれ違いに支障のない幅を確保する�。�

○特に建築物の主要な出入口は�、�余裕を持った幅とする�。�

○手動引き戸は�、�取手の形状・配置に配慮し�、�操作しやすいものとする�。�

機�
　�
能�

0・�1・�2・�3
快�
　�
適�

0・�1・�2・�3
安�
　�
全�

0・�1・�2・�3

チェックその２：ユニバーサルデザイン度チェック�

（１）�有効幅�（�１ｍ�以上＊�）�
（２）�自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�
（３）�通行の支障となる段差の有無�
（４）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（５）�設備　ア　受付等の設置�

イ　視覚障害者用誘導用ブロックの敷設又はこれに代わる装置の設置�
設けた設備等�（�

（１）�有効幅�（�85ｃｍ�以上＊�）�
（２）�自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�
（３）�通行の支障となる段差の有無�
（４）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（１）�有効幅�（�85ｃｍ�以上＊�）�
（２）�自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�
（３）�通行の支障となる段差の有無�
（４）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（１）�有効幅�（�85ｃｍ�以上＊�）�
（２）�自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�
（３）�通行の支障となる段差の有無�
（４）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（１）�有効幅�（�85ｃｍ�以上＊�）�
（２）�自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�
（３）�通行の支障となる段差の有無�
（４）�床表面の滑りにくい仕上げ�

各室の出入口�

各住戸の出入口�

屋外への出入口�

駐車場への出入口�

ｍ�

有　  〈無〉�
〈有〉  　無�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�
有　  〈無〉�

）�
ｃｍ�

有　  〈無〉�
〈有〉  　無�
有　  〈無〉�

ｃｍ�
有　  〈無〉�
〈有〉　  無�
有　  〈無〉�

ｃｍ�
有　  〈無〉�
〈有〉　  無�
有　  〈無〉�

ｃｍ�
有　  〈無〉�

〈有〉　  無�
有　  〈無〉�

整　備　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整　備　内　容　　　　　　　　　　　　　　　  措　置　　� 代替措置�

出入口�
（�主要な出入口�）�

出入口�
（�その他の出入口�）�

チェックその１：東京都福祉のまちづくり条例整備基準適合チェック�

＊のあるものは�、�緩和基準を設けています�。�詳細については�、�「�東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル�」�（�P30、�P34）�を参照してください�。�

留　意　点�

手
　
順

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�

各
視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�
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廊下・階段・エレベーター
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手
　
順

（１）�有効幅�（�1.4 ｍ�以上＊�）�
1.2 ｍ以上とした場合の車いすの転回できる部分�

（２）�段差の有無　�

ア　高さ�

イ　有効幅�（�1.2 ｍ�以上＊�）�
ウ　こう配�（�屋内�1/12 以下＊�）�
エ　高さ�75cm 超の場合の踊り場�（�1.5 ｍ�以上�）�
オ　手すり�
カ　床表面の滑りにくい仕上げ�
キ　側壁又は立ち上がりの設置�
ク　傾斜路の面の識別への配慮�

（３）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（１）�主要な階段の回り段�
（２）�手すり�
（３）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（４）�踏　面　　ア　識別への配慮�

イ　つまずきにくい構造�
（５）�点状ブロック�（�警告用�）�の敷設�、�注意喚起の有無�

設けた設備等�（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　�
設置基数�

（１）�かごの大きさ�
（�床面積�5000㎡�超：�13 人乗り以上・�5000㎡�以下：�11 人乗り以上＊�）�

（２）�出入口有効幅�（�含昇降路�）�
（�床面積�5000㎡�超：�90ｃｍ�以上・�5000㎡�以下及び共同住宅等：�80ｃｍ�以上�）�

（３）�高齢者�、�障害者等が支障なく利用できる構造の設備�
ア　車いす兼用エレベーターに関する標準に定める付加仕様に関する配慮�
設けた設備等�（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

イ　視覚障害者兼用エレベーターに関する標準に定める配慮�
設けた設備等�（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

（４）�乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造　　　　　　　　　　　　　�

ｍ�
有　 〈無〉�

〈有〉　 無�
ｃｍ�
ｍ�

１／�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�

〈有〉　 無�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�

基�

人乗り�

ｃｍ�
有　 〈無〉�
有　 〈無〉�

有　 〈無〉�

有　 〈無〉�

傾�
斜�
路�
を�
設�
け�
て�
い�
る�
場�
合�

の�
当�
該�
傾�
斜�
路�
の�
構�
造�

整　備　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整　備　内　容　　　　　　　　　　　　　　　  措　置　　� 代替措置�

廊　下�

（�屋内通路�）�

階　段�

エレベーター�

チェックその１：東京都福祉のまちづくり条例整備基準適合チェック�

＊のあるものは、緩和基準を設けています。詳細については、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」（P38、P42、P46）を参照してください。�

○�防火戸を設ける場合�、�分かりやすい配置にし�、�車いす使用者等の通行が可能な構造とする�。�

○�建築物の用途や規模に応じて適切な大きさのエレベーターを複数設置するなど�、�車いすやベビーカーを使用�
する人も含め�、�だれもが短い待ち時間で利用できるようにする�。�

○�廊下や階段の両側に連続して�、�手すりを設置する�。�

総合評価�

○廊下には�、�段差を設けない�。�やむを得ず段差が生じる場合は�、�段のある近くに�、�傾斜路や昇降機を設ける�。�

○視覚障害者誘導用ブロックは�、�乗降ボタンや触知図まで適切に敷設する�。�

○だれもが利用できるエレベーターを１以上設ける�。�公�
　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○目的となる部屋等に適切に誘導できるよう�、�分かりやすい案内板等を適切に設ける�。�

○廊下の配置は�、�単純で分りやすいものとする�。�

○�階段や傾斜路などに視覚障害者誘導用ブロック�（�警告用�）�を適切に敷設する�。�

簡�
　�
単�

○�エレベーターのボタンは�、�ボタン操作時に音声と光で反応する等�、�ボタン操作への応答が視覚と聴覚で分る�
ものとする�。�

○同一建築物内のエレベーターの操作盤等のボタンの配置は�、�統一する�。�

0・�1・�2・�3

○廊下や階段の幅は�、�歩行者同士がすれ違いやすい幅を確保する�。�

○廊下や階段の手すりは�、�利用者が使いやすいよう２段とする�。�

○廊下�、�乗降ロビー�、�エレベーターのかご内など�、�車いす使用者が回転することができる空間を確保する�。�

○エレベーター乗降ロビー及びかご内には�、�だれもが操作しやすい位置に操作ボタン等を設置する�。�機�
　�
能�

0・�1・�2・�3

○エレベーターは�、�主要な出入口からだれもが容易に確認できる位置に設置する�。�

○乗降ロビーの扉は�、�周囲の壁と異なる色とする等�、�識別しやすいものとする�。�快�
　�
適�

○�階段や傾斜路には�、�落下防止のために両側に立ち上がりを設ける�。�
0・�1・�2・�3

○�廊下等の床は滑りにくい仕上げとし�、�段には滑り止めなどを設置する�。�

○�段やこう配の部分では�、�容易に段等を認識できるように�、�色・明度・仕上げ等の差に配慮し�、�照明は安全に�
通行できるような明るさを確保する�。�安�

　�
全�

0・�1・�2・�3

留　意　点�

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�各

視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

チェックその２：ユニバーサルデザイン度チェック
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0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

■ ■

５つの視点それ
ぞれについて０
～３のいずれか
にチェックを入
れてください。
＊１以上＝東京
都福祉のまち
づくり条例整
備基準適合

デパート デパート（表示）

《総合評価》

《工夫されている点》

《メモ》

0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

《総合評価》

《工夫されている点》

《努力が求められる点》

《メモ》

�
0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

トイレ



13

手
　
順

○壁面・床面を清潔に保つため�、�こまめな清掃�、�維持管理を行う�。�

○�トイレの出入口位置を知らせるための視覚障害者誘導用ブロックを適切に配置するとともに�、�音声や点字に�
より男女別位置等を案内する�。�

○�「�だれでもトイレ�」�では�、�介助者がトイレを一時退出する際に�、�トイレの外から利用者が見えることのない�
よう�、�戸の内側にカーテンを設置するのも一つの方法である�。�

○�出入口の開閉時に�、�手や衣服などが戸に挟まれたり�、�戸と戸袋の隙間に入り込むことがないようにする�。�

・戸と枠に接する面積を小さくするために戸の縁を丸くするなどの工夫�

〔�・衝撃を和らげるため�、�ゴムなどの緩衝材を設けるなどの工夫�・戸と戸袋の隙間に柔らかい材料を設置することで�、�指や衣服が引き込まれるのを防ぐ工夫�

○「�だれでもトイレ�」と、�それ以外のトイレは近接して配置する�。�

総合評価�

○�だれもが利用できるトイレ�（�「�だれでもトイレ�」�）�を設ける�（�車いす使用者�、�オストメイト�、�乳幼児を連れた�
人等�）�。�

○�オムツ交換や衣服の着脱などのため�、�大人が横になることができる大きなシートを設ける�。�

○�小便器は�、�子どもから大人まで利用できるように�、�床置式又は低リップタイプを設ける�。�

○�トイレ内の通路幅や便房の出入口の幅は�、�車いす使用者が利用しやすいよう�、�余裕を持った幅を確保する�。�
公�
　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○利用者が分りやすい位置に設けるとともに�、�案内板等を適切に配置する�。�

○出入口には�、�だれもが利用できる旨を示した分りやすい標識や�、�便房内の設備を表示する�。�簡�
　�
単�

0・�1・�2・�3

○便房の戸は�、�取手を握りやすく�、�また�、�施錠操作をしやすいものとする�。�

○車いす使用者は�、�便座に移乗せずに利用する人もいるので�、�洗浄ボタンや紙巻器などを適切に配置する�。�

○�同一建築物内のトイレは�、�男女別配置や�、�洗浄ボタン�、�紙巻器等の位置や操作方法を統一すべきであり�、同�
じ配置�、�同じ部品とする�。�

○設備は操作しやすいものとする�。�

機�
　�
能�

0・�1・�2・�3

○清潔感のある色彩を使用して�、�心地よい空間づくりを行う�。�

○だれもが心地よく利用できるよう�、�鏡の配置や設置方法に配慮する�。�
快�
　�
適�

0・�1・�2・�3
安�
　�
全�

0・�1・�2・�3

チェックその２：ユニバーサルデザイン度チェック�

　　�
（１）�だれでもトイレの出入口の有効幅�（�85ｃｍ�以上＊�）�
（２）�車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸�

（３）�
車いす使用者が円滑に利用できる空間の確保�
（�原則として概ね�2メートル角以上のトイレ＊�）�

（�便房の内のり　　　　ｃｍ�×　　　　ｃｍ� ）�
（４）�便房内の設備�

ア　腰掛け便座の設置�
イ　手すりの設置�
ウ　その他の設備�（�

（５）�通行の支障となる段差の有無�
（６）�床表面の滑りにくい仕上げ�
（７）�一般用の便所に近接し�、�分かりやすく利用しやすい位置�
（８）�だれでもが利用できる旨の表示�
（１）�通行の支障となる段差の有無�
（２）�床表面の滑りにくい仕上げ�

箇所�

箇所�

箇所�

ｃｍ�
有　  〈無〉�

有　  〈無〉�

有　  〈無〉�
有　  〈無〉�

）�
〈有〉　  無�
有　  〈無〉�

有　  〈無〉�
有　  〈無〉�

有　  〈無〉�
〈有〉　  無�

整　備　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整　備　内　容　　　　　　　　　　　　　　　  措　置　　� 代替措置�

便　 所�
（�だれでもトイレ�）�

（�一般用�）�

チェックその１：東京都福祉のまちづくり条例整備基準適合チェック�

＊のあるものは�、�緩和基準を設けています�。�詳細については�、�「�東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル�」�（�P52、�P60）�を参照してください�。�

兼用�

女子用�

男子用�数�

�

便　 所�

留　意　点�

各
視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�
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0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

■ ■

５つの視点それ
ぞれについて０
～３のいずれか
にチェックを入
れてください。
＊１以上＝東京
都福祉のまち
づくり条例整
備基準適合

官　公　庁 レストラン

《総合評価》

《工夫されている点》

《努力が求められる点》

0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

《総合評価》

《工夫されている点》

《努力が求められる点》

�
0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

子育て支援環境
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手
　
順

総合評価�

○�授乳及びおむつ替えのできる場所�（�以下�「�子育て支援室�」�という�。�）は、�男女にかかわらず利用できるように�
する�。�

○�イベント会場などでは�、�利用者のニーズに応じ�、�子育て支援環境を整える�。�

○�母乳による授乳のためのスペースは�、�間仕切り壁等で仕切るなど�、�視線を遮る工夫をし�、�そのスペースの入�
口にはその旨を分りやすく表示する�。�

公�
　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○子育て支援室の位置を�、�建築物の案内板に表示する�。�

○�子育て支援室は�、�乳幼児を連れた人が利用しやすい位置に設置する�。�

○�ベビーチェアやベビーベッドなどを設けたトイレの出入口には�、�その旨を分りやすく表示する�。�

簡�
　�
単�

0・�1・�2・�3

○子育て支援室には�、�お湯を供給できるシンクや�、�哺乳ビンの消毒ができる設備を設置する�。�

○�子育て支援室には�、�おむつ替えのためのベビーベッドを設置し�、�また�、�おむつを捨てるためのごみ箱を設置�
する�。�

○トイレ内に�、�おむつ替えができるようなベビーベッドを設置し�、�また�、�荷物台を設置する�。�

機�
　�
能�

0・�1・�2・�3

○子育て支援室は入口をオープンにし�、�ベビーカーや車いすの使用者の出入りが十分な幅とする�。�

○相談等の受付カウンターや申込記入台の横には�、�ベビーチェアを設置する�。�
快�
　�
適�

0・�1・�2・�3

○�便房内では�、�保護者が乳幼児から目を離さずに利用できるよう�、�保護者と対面した位置にベビーチェアを設�
置する�。�

○�便房内のベビーチェアは�、�乳幼児がドアロックを空けないようドアから離れた位置に設置する�。�

安�
　�
全�

0・�1・�2・�3

チェックその２：ユニバーサルデザイン度チェック�

（１）�ベビーチェア等の設備を設けた便房の数�
男子用�
女子用�
兼用�

（２）�ベビーベッド等の設備の数�
男子用�
女子用�
兼用�

（３）�ベビーチェア�、�ベビーベッド等の設備がある旨の表示�
（１）�授乳及びおむつ替えのできる場所の数�

設けた設備等�（�
（２）�授乳及びおむつ替えのできる旨の表示�

箇所�
箇所�
箇所�

箇所�
箇所�
箇所�

有� 〈無〉�
箇所�
）�

有　　〈無〉�

整　備　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整　備　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　措　置　　� 代替措置�

子育て支援環境�
の整備�

（�ベビーチェア・�
ベビーベッド�）�

子育て支援環境の�
整備�（�授乳及びお�
むつ替えの場所�）�

チェックその１：東京都福祉のまちづくり条例整備基準適合チェック�

留　意　点�

各
視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�
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0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

■ ■

５つの視点それ
ぞれについて０
～３のいずれか
にチェックを入
れてください。
＊１以上＝東京
都福祉のまち
づくり条例整
備基準適合

公園（園路） 公園（遊具）

《総合評価》

《工夫されている点》

《努力が求められる点》

0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

《総合評価》

《工夫されている点》

《メモ》

�
0 1 2 3

公 平�

簡 単�

安 全�

機 能�

快 適�

★�

★�

★�

★�

★�

公　園
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公園につきましては、内容が多岐にわたるため、条例の整備基準適合チェックは割愛させてい
ただきました。整備基準の詳細については「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」
（p143～p182）をご参照ください。

ユニバーサルデザイン度チェック�

総合評価�

○主要な鑑賞ポイントや避難場所には�、�だれもが容易に到達できるような動線を確保する�。�

○サイン類は�、�幅広い年齢層や外国人に対応した�、�効果的で親しみのあるものにする�。�

○園内表示は�、�絵文字の採用や複数言語に対応したものにする�。�

○�出入口では�、�道路との段差をなくしたり車止めの間隔を見直すなど�、�だれもが迂回せずに公園に出入りでき�
よう配慮する�。�公�

　�
平�

チ�ェ�ッ�ク�欄�

0・�1・�2・�3

○出入口に案内板等を設置し�、�「�だれでもトイレ�」�やスロープなどの位置が入園時に分かるようにする�。�

○音声による案内が効果的な場所では�、�音声案内誘導装置の導入を検討する�。�

○トイレのドアなどの可動部分は�、�堅牢性を確保しつつ�、�少ない力で開閉できるよう工夫する�。�

簡�
　�
単�

0・�1・�2・�3

○子どもや車いす使用者が草花を楽しめるような�、�あるいは触れることができるような植栽形態を工夫する�。�

○園内随所で休憩できるよう�、�広場や鑑賞ポイント以外の場所にもベンチを設ける�。�

○動線が錯綜する出入口等の場所では�、�十分な園路幅員を確保する�。�

機�
　�
能�

○音の出るモニュメントや流れの水音など�、�音の快適性にも配慮する�。�

0・�1・�2・�3

○園内施設の色彩等は�、�周辺景観に配慮しつつ�、�幅広い年齢層に対応したものにする�。�

○視覚障害者誘導用ブロックや手すり等のデザインについては�、�機能だけでなく景観にも配慮する�。�

○「�だれでもトイレ�」�は日当たりや水はけのよい場所に設け�、�天窓の設置や天井高の工夫等により開放的な雰�
囲気にする�。�

快�
　�
適�

○園路には�、�歩行の障害となる位置にフラワーボックスや彫刻などを設けない�。�

○子どもや車いす使用者の目線からの死角を解消する�。�

○「�バリア�」�が存在する場所では�、�それを示すサインを設置する�。�

0・�1・�2・�3

○遊具は�、�年齢や能力の違いなどに関わらず利用できるよう�、�多様な形状のものを設置する�。�

○遊具から万一転落しても�、�重大な事故にならないよう舗装材等を工夫する�。�

○主要な園路では�、�夜間でも一定の路面照度が確保されるよう園路灯やフットライトを設置する�。�安�
　�
全�

0・�1・�2・�3

留　意　点�

各
視
点
の
空
欄
に
は
調
査
建
築
物
独
自
の
特
徴
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

総合評価にはチェック欄の結果から考慮して適当な評価基準に�
○をつけてください�。�
チェックその１�の項目が満たされていれば１�以上になります�。�



移動円滑化のための情報提供の
ユニバーサルデザインガイドライン

らくらくおでかけネット
（駅・ターミナル情報、乗り継ぎ情報、運行情報）
http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/index

券売機案内
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駅構内の人的対応による案内

地下鉄の出口案内

大型可変式情報表示装置

地下鉄のまち情報

①　視　覚　情　報 ②　音　声　情　報

③　触　覚　情　報

【情報提供において配慮すべき事項】

使いやすい地図標識

歩車道境界ブロックの検討

交通結節点におけるバス乗り場の案内
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